
【国民保護対策の現状と取組】
～避難先における取組と課題～

（事務局）

令和７年１０月２７日
九州地方知事会議



１ 取組の経緯

○ 国と沖縄県が連携し、先島諸島の住民が県域を越える広域避難を行うことを想定した図上訓練
等を実施する中で、避難の実効性を高めることを目的に、訓練上の一つの想定として九州・山口
各県を避難先に設定して受入れに係る検討に取り組むよう、令和６年６月の九州地方知事会議に
おいて国から依頼があったもの。

２ 避難元と避難先のマッチング（各県初期的な計画より）

避難元 避難先

市町村 人口 経由空港 県 受入地域 受入人数

与那国町 １，７０８人 福岡 佐賀県 佐賀市、鳥栖市 １，７０８人

竹富町 ４，２４９人 福岡 長崎県
長崎市、諫早市、
大村市

４，２４９人

石垣市 ５０，１６９人 福岡

山口県
下関市、宇部市、山口市、
防府市、山陽小野田市 １２，６１１人

大分県
大分市、別府市、由布市、
九重町、日田市 １０，５４４人

福岡県
福岡市 ２７，０１４人

宮古島市 ５５，６９５人 鹿児島

北九州市、久留米市、大牟田市、
飯塚市、田川市、朝倉市 ２０，３８３人

宮崎県 宮崎市 ９，７６５人

鹿児島県
鹿児島市、鹿屋市、指宿
市、霧島市 １３，８１４人

熊本県

熊本市、山鹿市、阿蘇市、
大津町 １１，７３３人

多良間村 １，０５９人 鹿児島 八代市 １，０５９人

１１２，８８０人 １１２，８８０人



・宮崎県が事業者と締結している災害時応援協定の枠組みを
活用して物資を調達し、提供

④生活必需品の調達・提供

・宿泊施設が食事と飲料水を提供、宮崎県が不足分の弁当及び
飲料水を手配

③食品・飲料水の調達・提供

・宮崎県が旅行代理店事業者に委託し、事業者が宿泊施設と調
整を行った上で、部屋を確保

・宮崎県が宮古島市から住民情報を引き継ぎ、地区/家族単位な
どコミュニティ維持に配慮して、避難住民を割振り

②収容施設の供与

受入地域（宮崎市）

鹿 児 島 県 宮 崎 県

・宮崎県が交通事業者への委託を行い、鹿児島空港か
ら宿泊施設等までの移送手段を確保
・交通事業者職員が鹿児島空港から避難先連絡所まで
の付添いを実施

宿
泊
施
設

（ホ
テ
ル
・旅
館
等
）

バス

避
難
先
連
絡
所

（
民
間
施
設
）

交通事業者と調整し、
貸切バスにて輸送

コミュニティ維持のため、
避難完了後も運行継続

循環バス

避難後
約１ヵ月間
を想定

①輸送手段の確保

鹿

児

島

空

港

航空機

要避難地域
（沖縄県宮古島市）

宮
古
空
港
・
下
地
島
空

港

沖 縄 県

宮崎県が鹿児島空港から宿泊施設までの
住民の避難誘導を実施

※受入れに係る費用は県が支弁し、国が負担
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３ 令和６年度の取組

（主な機能）
・避難住民の受入窓口（本人確認、健康状態の確認）
・生活必需品等物資の拠点
・生活支援の相談窓口（宮崎県及び宮崎市）
・宮古島市役所の一時的な機能移転
・避難住民の「集いの場」等

・宮崎県が携帯通信事業者への委託を行い、避難先連絡所及び
宿泊施設にWi-Fi通信環境を整備

⑥通信設備の提供

宮崎県が宮崎市、医療機関及び関係団体と連携し、以下を実施
・避難先連絡所での医師及び保健師等による健康相談
・避難完了後の保健師等による健康相談窓口の設置
・透析が必要な避難住民の受入医療機関を調整し、情報提供
・県内の医療機関の情報を提供

⑤避難者の健康管理

○ 避難時の経由空港からの住民輸送及び避難当初約１か月間に必要となる支援等を盛り込んだ
「初期的な計画」を作成し、令和７年３月に公表。

【（概要）宮崎県の場合】



④
◇令和６年度から８年度までの取組スケジュール

令和６年度 令和７年度 令和８年度

住民避難

避難住民
の受入れ

（※）
受入れ基本要領

の作成

Ｒ７年度
図上訓練

受入れ基本要領の
作成に向けた検討
の更なる具体化

Ｒ８年度
実動・図上訓練
（国重点訓練）

関係府省庁による九州・山口各県・関係市町村の取組への積極的な支援

関係府省庁による沖縄県・先島諸島５市町村の取組への積極的な支援

関係機関において
年４回程度検討会を実施

中間確認のため年３回程度

県部長級会議等の実施

１/30
Ｒ６年度
図上訓練

部局長会議

令和７年度以降の検討課題
・初期的な計画の更なる具体化

・要配慮者の受入れ調整に関する事項の検討

・避難の中長期化を見据えた検討

（就学再開、就労支援、中長期の収容施設の提供等）

令和７年度以降の検討課題
・空港の保安検査要員の確保など体制面の強化

 ・要配慮者の移動の負担軽減等の観点からの、航空機の更なる活用等

・港湾等の実地確認も含めた避難実施要領の精緻化

部局長会議

※ 課長級会議も複数回開催予定。

受入れに係る
初期的な計画

の作成

４ 今後の取組スケジュール



６ 主な課題

１ 住民輸送手段の確保及び経由空港等の想定
○ 今回の検討では、航空機避難の経由空港が福岡空港及び鹿児島空港に限定されているが、空港所在
県以外の県では避難住民の輸送にバスを使用する際にピストン輸送が出来ないことから、多くのバス
運転士を確保する必要が生じている。

○ 全国的にバス運転士が不足する中、教育旅行などの繁忙期には九州・山口各県の中で運転士を融通
することは難しくなると考えられることから、他の地域からのバス運転士の確保について国が主体と
なった検討が必要。

○ また、福岡空港・鹿児島空港及び要配慮者の船舶避難の経由港に指定されている鹿児島港について
避難住民の負担軽減の観点からも、国において各県に所在する空港及び港を使用可能とする想定に変
更するなど柔軟な対応が必要。

２ 要配慮者の避難に係る医療・介護人材確保の体制整備
○ 要配慮者の避難については、避難時や避難後の施設等での受入れに際して多くの医療・介護人材が
必要となることが想定されるが、九州・山口各県は平時から医療・介護人材が不足している状況にあ
るため、国において他の地域から人材を確保するための体制の検討が必要。

３ 現金給付による救援実施の検討
○ 今回の検討では、弁当などの現物支給により避難住民に対して満足度の高い食事を提供することが
求められている。

○ 一方、避難住民のアレルギーや嗜好は様々であり、九州・山口各県は平時の状態で、飲食店等は通
常どおり営業しているため、国において、現物給付だけでなく現金給付を想定に加えるための検討が
必要。



５ 避難元と避難先の役割分担の整理
○ 今回の検討では、避難元の役所機能が避難先に移転してくる想定となっているが、現時点では避
難元と避難先の具体的な役割分担に関する議論がなされていない。今後さらに検討を進めていく中
で、双方の役割分担についても具体的な議論が必要。

４ 救援以外の項目を検討する上での財政負担等の整理
○ 今回の検討では、「就学再開」や「就労支援」など、必ずしも救援の枠組みに当てはまらない課題
も検討の対象とされているが、これらの支援の法的な位置づけや財政負担などの考え方が国から明確
に示されていない中で検討が進められているため、国において整理が必要。

６ 自粛要請によって生じる宿泊施設のキャンセル等への補償
○ 今回の検討では、避難当初１か月の避難先として宿泊施設の活用を想定しており、避難開始までに
施設を全て空室にするため、国が国民に対し、九州・山口各県への入域の自粛要請を行う想定。

○ 要請が出された場合、避難住民の受け入れがない宿泊施設ではキャンセルによる損害が発生するほ
か、各県の観光業界等にも大きな影響が予想される。

○ こういった影響に対する補償等について、現在国から明確な方針が示されていないため、今後検討
を進めていくこととセットで、補償等の検討が必要。
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